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教 育 委 員 会 定 例 会 
 

日 時  令和６年８月２８日（水） 

午後１時30分～午後２時00分 

                      場 所  防災コミュニティセンター大会議室 

 

出席者：教育長 菅沼浩行  教育委員 西山清和、山田貴子、深澤里奈子、鈴木貴志 

 

事務局及び出席者：大木参事、村松社会教育課長、露木学校教育課副課長 

常盤社会教育課副課長、二見図書館長、二宮美術館長 

神保学校教育課管理係長、細川社会教育課スポーツ振興係長 

芹澤学校教育課主事 

          

菅沼教育長 皆さん、こんにちは。お忙しい中ご参集いただき、ありがとうございます。本

日、山田委員はオンラインでの出席となります。よろしくお願いいたします。ただいま

の出席者数は５名です。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項に定

める定足数に達しておりますので、これより令和６年湯河原町教育委員会８月定例会を

開会いたします。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。会議録署名委員は会

議規則第３５条の規定により、西山委員、深澤委員の２名を指名いたします。よろしく

お願いいたします。 

   それでは、まず非公開とする案件についてお諮りいたします。案件（１）議決事項 議

案第２０号 湯河原町教育委員会人事についてにつきましては、人事に関する案件でござ

います。次に、議案第２１号 湯河原町教育委員会人事についてにつきましても、人事に

関する案件でございます。次に（２）協議事項 協議第１２号 令和６年度全国学力・学

習状況調査の結果の公表についてにつきましては、教育委員会内で検討などを要する案件

でございます。次に協議第１５号 令和６年度９月補正予算（第６号）（案）についてにつ

きましては、議会の議決を経るべき案件で、未確定な要素がございます。以上４件の会議

を非公開としたいと考えますが、ご異議ございませんか。 

委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それではご異議がないものと認め、この４件につきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書き及び会議規則第３３条第１項の規定
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により、非公開といたします。 

  議事録の承認 

    令和６年７月教育委員会定例会議事録の承認について 

菅沼教育長 次に、議事録の承認に入らせていただきます。令和６年７月教育委員会定例会議

事録の承認について、事務局から説明をお願いします。 

神保学校教育課管理係長 令和６年７月教育委員会定例会議事録につきまして、修正等はござ

いません。 

菅沼教育長 説明が終わりました。議事録について、何か質疑等はございますか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 ないようでしたら、令和６年７月教育委員会定例会議事録については、承認する

ことにご異議ございませんか。 

委員 全員異議なし 

菅沼教育長 それではご異議がないものと認め、令和６年７月教育委員会定例会議事録につい

ては承認されました。 

 

  案 件 

  （２）協議事項 

    協議第１３号 就学援助費（新入学用品費）の入学前支給について 

菅沼教育長 次に、案件に入らせていただきます。（２）協議事項 協議第１３号 就学援助費

（新入学用品費）の入学前支給についてを案件といたします。事務局から協議理由の説明

をお願いします。 

芹澤学校教育課主事 協議第１３号をお願いします。 

   （料 に基づいて、協議第１３号 就学援助費（新入学用品費）の入学前支給について 説

明） 

  ・対象世帯、支給額、支給方法 等 

菅沼教育長 これをもって協議理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより協議第１３号を挙手

により採決いたします。本案は原案のとおりとすることに賛成の方は、挙手願います。 
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委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 

    協議第１４号 新入学祝金について 

菅沼教育長 次に、協議第１４号 新入学祝金についてを案件といたします。事務局から協議

理由の説明をお願いします。 

芹澤学校教育課主事 協議第１４号をお願いします。 

  （料 に基づいて、協議第１４号 新入学祝金について 説明） 

  ・教育活動の安全と健やかな成長に寄与することを目的とする 

菅沼教育長 これをもって協議理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

西山委員 祝金の趣旨については例年どおりという形で、ぜひお願いしたいなと思います。保

護者宛の通知の文言で、少し気になったところがあります。小学生宛のものは、「新入学祝

金２０，０００円」、中学生宛のものは、「新入学祝金１人につき２０，０００円」となっ

ています。年度によって、双子や三つ子のお子さんがいらっしゃって、あえてこのように

記載したのかなというところがありますが、ここはどちらかに統一した方がよろしいかと

思います。 

大木参事 よりわかりやすくということで、新小学１年生宛のものについても、「１人につき」

と加えさせていただきたいと思います。ご意見ありがとうございました。 

菅沼教育長 町立の小学校に入学される子どもさんは、入学時にお知らせするんですが、私立

の小学校・中学校の子どもさんを漏らさないようにしてください。 

大木参事 ダブルチェックするなどして、実施していきたいと思います。 

菅沼教育長 他に質疑はございませんか。 

委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 質疑がないようですから、質疑を終了いたします。これより協議第１４号を挙手

により採決いたします。本案は一部修正がございますが、修正の上、原案のとおりとする

ことに賛成の方は、挙手願います。 

委員 全員挙手 

菅沼教育長 全員賛成。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。 

 

  報 告 
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（１）町議会９月定例会一般質問について 

菅沼教育長 次に、報告に入らせていただきます。（１）町議会９月定例会一般質問について、

事務局から報告をお願いします。 

大木参事 料 １をお願いします。 

  （料 に基づいて、町議会９月定例会一般質問について 報告） 

  ・熊谷議員「町の財政力状況と今後の町の取り組みや施策のスケジュールについて、全国 

学力・学習状況調査の結果及び分析の対応について」 

  ・早乙女議員「居場所づくりについて」 

菅沼教育長 報告が終わりました。何か質疑はございますか。 

山田委員 早乙女議員の居場所づくりについてです。中・高生の居場所の件は、地域政策課か

らもご回答があるということですが、週３日夜９時まで開いているという点と、緊急なケ

ースの場合には、開所していないときでも、スタッフがお伺いしたり、家で食事ができな

い子どもの場合には、スタッフが夜９時以降であっても、食事のサポートをしています。 

   妊娠ＳＯＳの件については、中・高生で性に関して心配な子たちは、避妊具の扱い方で

あるとか避妊について、スタッフが教えてあげる。あとは妊娠ということだけではなくて、

特に女子中学生がいるご家庭で、なかなかまわりの人たちに頼れない状況で、生理用品を

外に買いに行かれなくて困っているというようなＬＩＮＥがユガラボに届くと、そういっ

たところもサポートさせていただいています。それから、妊娠してしまってどうしたらい

いかという相談は、まだ直接には来ていませんが、その手前の部分で、未然に防ぐという

サポートまでは取り組めますので、そのあたりもご回答いただいてもいいと思います。 

大木参事 ありがとうございます。 

菅沼教育長 食事は駅前だけれども、週４日で、鍛冶屋の方でも受けられるんですよね。 

山田委員 そうです。中央がいま週３日開所しております。夜９時まで開所しているのは、駅

前の居場所です。駅前は週４日開所していて、そのうち３日は夜９時まで開所しています。 

  避妊については、保護者と信頼関係がつくれていますので、保護者に直接サポートをお願

いしています。単に子どもたちとのやりとりだけではなく、広い意味で構築できているか

なと思っています。 

菅沼教育長 他に何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 
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  （２）令和６年度湯河原町民レクリエーションの集いについて 

菅沼教育長 次に、（２）令和６年度湯河原町民レクリエーションの集いについて、事務局から

報告をお願いします。 

細川社会教育課スポーツ振興係長 料 ２をお願いします。 

  （料 に基づいて、令和６年度湯河原町民レクリエーションの集いについて 報告） 

  ・令和６年１１月１０日（月） 

菅沼教育長 報告が終わりました。何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （３）令和６年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について 

菅沼教育長 次に、（３）令和６年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について、

事務局から報告をお願いします。 

常盤社会教育課副課長 料 ３をお願いします。 

  （料 に基づいて、令和６年度三原市・湯河原町親善都市子ども交流推進事業について 

  ・交流日程、参加人数、事前学習会 等 

菅沼教育長 報告が終わりました。何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  （４）町立湯河原美術館特別展「髙良眞木 まなざしの奥に」について 

菅沼教育長 次に、（４）町立湯河原美術館特別展「髙良眞木 まなざしの奥に」について、事

務局から報告をお願いします。 

二宮美術館長 料 ４をお願いします。 

   （料 に基づいて、町立湯河原美術館特別展「髙良眞木 まなざしの奥に」について 報

告） 

  ・講演会、ギャラリートーク、スケッチワークショップ 

菅沼教育長 報告が終わりました。何かございますか。 

委員 質問、意見等なし 

 

  その他 

菅沼教育長 次に、その他に入らせていただきます。委員の皆さん、何かございますか。 
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委員 質問、意見等なし 

菅沼教育長 事務局から何かございますか。 

事 務 局 なし 

菅沼教育長 それでは、以上をもちまして、本日の秘密会を除く日程は、すべて終了いたしま

した。 


